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運 免 第 １ １ １ 号

（ 交 企 ）

令 和 ４ 年 ５ 月 ２ 日

各 所 属 長 殿

青 森 県 警 察 本 部 長

青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついて

青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例の一部を改正する条例（令和４年３

月青森県条例第26号）が令和４年３月28日に公布され、同年５月13日から施行されること

となった。

本改正の概要等については、下記のとおりであることから、事務処理上誤りのないよう

にされたい。

記

１ 改正の概要

道路交通法（昭和35年法律第105号）、道路交通法施行令（昭和35年政令第270号）等

が一部改正され、運転技能検査等の新設や手数料の標準額の見直しが行われた。

それに伴い、青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例の規定を整理すると

ともに、手数料の金額を標準額に準じたものに改正した。

２ 改正の内容

(1) 運転技能検査等の規定の追加（第１条、第３条及び第４条）

申請による安全運転サポート車等限定条件付き運転免許、運転技能検査及び若年運

転者講習に係る規定を加えた。

(2) 手数料金額等の改正（別表（第２条関係））

ア 道路交通法第89条第３項の規定による「運転技能検査手数料」の名称について、

「運転技能検査」の新設による名称の重複を避けるため、「検査手数料」に改めた。

イ 限定解除審査手数料に、申請による安全運転サポート車等限定条件付運転免許に

係る規定を加えた。

ウ 認知機能検査手数料を1,050円に改めた。

エ 認知機能検査員講習受講手数料について、名称を「認知機能検査等検査員講習受

講手数料」に改めるとともに、自動車安全運転センターでの研修を受けた者の手数

料を1,200円に、それ以外の者の手数料を1,450円に改めた。



オ 運転技能検査手数料の3,550円を新設した。

カ 高齢運転者講習及び特定任意高齢者講習の区分を、普通自動車対応免許を受けて

いる者（運転技能検査の対象者に限る。）又は第一種運転免許若しくは第二種運転

免許であって、普通自動車対応免許以外のもののみを受けている者に対する講習（以

下「実車指導なし講習」という。）、普通自動車対応免許を受けている者（運転技能

検査の対象者を除く。）に対する講習（以下「実車指導あり講習」という。）に見直

し、実車指導なし講習を2,900円に、実車指導あり講習を6,450円に改めた。

キ 若年運転者講習手数料の2,250円（講習１時間について）を新設した。

ク 簡易講習及びチャレンジ講習手数料を削除した。

ケ 通知手数料に、若年運転者講習を加えた。

(3) その他

引用法令の条文ずれの修正、別表（第２条関係）の号の繰り下げになどについて改

めた。

３ 施行期日

令和４年５月13日

４ 添付資料

(1) 青森県報（抜粋）

(2) 青森県道路交通法関係手数料の徴収等に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表

(3) 運転免許等関係手数料改正一覧表

担当：運転免許課企画係
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青
森
県
道
路
交
通
法
関
係
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

新
旧
対
照
表

改

正

後

改

正

前

（
趣
旨
）

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路

第
一
条

こ
の
条
例
は
、
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に

交
通
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
二
号
。
以
下
「
改
正
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定

よ
る
次
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

に
よ
る
次
に
掲
げ
る
事
務
に
係
る
手
数
料
の
徴
収
等
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
～
六

〔
略
〕

一
～
六

〔
同
上
〕

七

法
第
九
十
一
条
及
び
第
九
十
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
及
び

七

法
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
運
転
す
る
こ
と
が
で
き
る
自
動
車
及
び
原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
「
自

原
動
機
付
自
転
車
（
以
下
「
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
の
種
類
の
限
定
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
に
関
す

動
車
等
」
と
い
う
。
）
の
種
類
の
限
定
の
全
部
又
は
一
部
の
解
除
に
関
す
る
事
務

る
事
務

八
～
九

〔
略
〕

八
～
九

〔
同
上
〕

十

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
ロ
、
第
百
一
条
の
四
第
二
項
並
び
に
第
百
一
条
の
七
第
一

十

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
、
第
百
一
条
の
四
第
二
項
及
び
第
百
一
条
の
七
第
一
項
の
規
定

項
並
び
に
改
正
法
附
則
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
改
正
法
に

に
よ
る
認
知
機
能
検
査
に
関
す
る
事
務

よ
る
改
正
前
の
法
（
以
下
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
改
正
法
附
則

第
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
旧
法
第
百
一
条
の
四
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
認
知
機
能
検
査
に
関
す
る
事
務

十
一

法
第
九
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
イ
及
び
ハ
並
び
に
第
百
一
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
運
転
技

〔
新
設
〕

能
検
査
に
関
す
る
事
務

十
二

［
略
］

十
一

［
同
上
］

十
三

［
略
］

十
二

［
同
上
］

十
四

［
略
］

十
三

［
同
上
］

十
五

［
略
］

十
四

［
同
上
］

十
六

［
略
］

十
五

［
同
上
］

十
七

［
略
］

十
六

［
同
上
］
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十
八

［
略
］

十
七

［
同
上
］

十
九

［
略
］

十
八

［
同
上
］

（
指
定
講
習
機
関
に
講
習
を
行
わ
せ
た
場
合
の
講
習
受
講
手
数
料
の
納
入
等
）

（
指
定
講
習
機
関
に
講
習
を
行
わ
せ
た
場
合
の
講
習
受
講
手
数
料
の
納
入
等
）

第
三
条

法
第
百
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

第
三
条

法
第
百
八
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ

る
講
習
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
取
消
処
分
者
講
習
」
と
い
う
。
）
、
同
項
第
十
号
に
掲
げ
る

る
講
習
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
取
消
処
分
者
講
習
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第
十
号
に
掲
げ

講
習
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
初
心
運
転
者
講
習
」
と
い
う
。
）
又
は
同
項
第
十
四
号
に
掲
げ

る
講
習
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
初
心
運
転
者
講
習
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た

る
講
習
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
「
若
年
運
転
者
講
習
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
と
し
た

者
（
以
下
「
指
定
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
取
消
処
分
者
講
習
又
は
初
心
運
転
者
講
習
を
受
け
よ
う

者
（
以
下
「
指
定
講
習
機
関
」
と
い
う
。
）
が
行
う
取
消
処
分
者
講
習
、
初
心
運
転
者
講
習
又
は
若
年
運
転

と
す
る
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
消
処
分
者
講
習
又
は
初
心
運
転
者
講
習
の
講
習
受
講

者
講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
取
消
処
分
者
講
習
、
初
心
運
転
者

手
数
料
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
指
定
講
習
機
関
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

講
習
又
は
若
年
運
転
者
講
習
の
講
習
受
講
手
数
料
を
そ
れ
ぞ
れ
当
該
指
定
講
習
機
関
に
納
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
講
習
機
関
に
納
入
さ
れ
た
取
消
処
分
者
講
習
、
初
心
運
転
者
講
習
及
び
若
年
運

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
講
習
機
関
に
納
入
さ
れ
た
取
消
処
分
者
講
習
及
び
初
心
運
転
者
講
習
の
講
習
受

転
者
講
習
の
講
習
受
講
手
数
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
指
定
講
習
機
関
の
収
入
と
す
る
。

講
手
数
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
指
定
講
習
機
関
の
収
入
と
す
る
。

（
手
数
料
の
納
入
方
法
）

（
手
数
料
の
納
入
方
法
）

第
四
条

手
数
料
（
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
作
動
手
数
料
並
び
に
取
消
処
分
者
講
習
、
初
心
運
転
者
講
習
及

第
四
条

手
数
料
（
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
作
動
手
数
料
並
び
に
取
消
処
分
者
講
習
及
び
初
心
運
転
者
講
習

び
若
年
運
転
者
講
習
の
講
習
受
講
手
数
料
を
除
く
。
）
は
、
青
森
県
収
入
証
紙
を
も
っ
て
納
入
し
、
取
消
処

の
講
習
受
講
手
数
料
を
除
く
。
）
は
、
青
森
県
収
入
証
紙
を
も
っ
て
納
入
し
、
取
消
処
分
者
講
習
及
び
初
心

分
者
講
習
、
初
心
運
転
者
講
習
及
び
若
年
運
転
者
講
習
の
講
習
受
講
手
数
料
は
、
県
の
収
入
と
な
る
額
に
つ

運
転
者
講
習
の
講
習
受
講
手
数
料
は
、
県
の
収
入
と
な
る
額
に
つ
い
て
は
青
森
県
収
入
証
紙
を
も
っ
て
納
入

い
て
は
青
森
県
収
入
証
紙
を
も
っ
て
納
入
し
、
指
定
講
習
機
関
の
収
入
と
な
る
額
に
つ
い
て
は
当
該
指
定
講

し
、
指
定
講
習
機
関
の
収
入
と
な
る
額
に
つ
い
て
は
当
該
指
定
講
習
機
関
の
講
習
業
務
規
程
に
定
め
る
と
こ

習
機
関
の
講
習
業
務
規
程
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ろ
に
よ
り
納
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
表
（
第
二
条
関
係
）

別
表
（
第
二
条
関
係
）

手
数
料
を
納
入

手
数
料

手
数
料
を
納
入

手
数
料

す
べ
き
者

名
称

区
分

金
額

す
べ
き
者

名
称

区
分

金
額

一
～
九

［
略
］

一
～
九

［
同
上
］

十

法
第
八
十

検
査
手
数
料

［
略
］

［
略
］

十

法
第
八
十

運
転
技
能
検
査

［
同
上
］

［
同
上
］
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九
条
第
三
項

九
条
第
三
項

手
数
料

の
規
定
に
よ

の
規
定
に
よ

る
検
査
を
受

［
略
］

［
略
］

る
検
査
を
受

［
同
上
］

［
同
上
］

け
よ
う
と
す

け
よ
う
と
す

る
者

る
者

十
一

法
第
九

限
定
解
除
審
査

［
略
］

十
一

法
第
九

限
定
解
除
審
査

［
同
上
］

十
一
条
又
は

手
数
料

十
一
条
の
規

手
数
料

第
九
十
一
条

定
に
よ
り
運

の
二
第
二
項

転
す
る
こ
と

の
規
定
に
よ

が
で
き
る
自

り
運
転
す
る

動
車
等
の
種

こ
と
が
で
き

類
を
限
定
さ

る
自
動
車
等

れ
た
者
で
、

の
種
類
を
限

そ
の
限
定
の

定
さ
れ
た
者

全
部
又
は
一

で
、
そ
の
限

部
の
解
除
を

定
の
全
部
又

受
け
る
た
め

は
一
部
の
解

、
公
安
委
員

除
を
受
け
る

会
の
審
査
を

た
め
、
公
安

受
け
よ
う
と

委
員
会
の
審

す
る
も
の

査
を
受
け
よ

う
と
す
る
も

の
十
二
～
十
三

［
略
］

十
二
～
十
三

［
同
上
］
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十
四

法
第
九

認
知
機
能
検
査

千
五
十
円

十
四

法
第
九

認
知
機
能
検
査

七
百
五
十
円

十
七
条
の
二

手
数
料

十
七
条
の
二

手
数
料

第
一
項
第
三

第
一
項
第
三

号
イ
若
し
く

号
イ
、
第
百

は
ロ
、
第
百

一
条
の
四
第

一
条
の
四
第

二
項
又
は
第

二
項
若
し
く

百
一
条
の
七

は
第
百
一
条

第
一
項
の
規

の
七
第
一
項

定
に
よ
る
認

又
は
改
正
法

知
機
能
検
査

附
則
第
四
条

を
受
け
よ
う

第
一
項
の
規

と
す
る
者

定
に
よ
り
な

お
従
前
の
例

に
よ
る
こ
と

と
さ
れ
る
旧

法
第
九
十
七

条
の
二
第
一

項
第
三
号
イ

若
し
く
は
改

正
法
附
則
第

四
条
第
二
項

の
規
定
に
よ

り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
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こ
と
と
さ
れ

る
旧
法
第
百

一
条
の
四
第

二
項
の
規
定

に
よ
る
認
知

機
能
検
査
を

受
け
よ
う
と

す
る
者

十
五

法
第
九

認
知
機
能
検
査

千
四
百
五
十
円
（
自
動
車
安

十
五

法
第
九

認
知
機
能
検
査

千
四
百
円
（
自
動
車
安
全
運

十
七
条
の
二

等
検
査
員
講
習

全
運
転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
認

十
七
条
の
二

員
講
習
受
講
手

転
セ
ン
タ
ー
が
行
う
認
知
機

第
一
項
第
三

受
講
手
数
料

知
機
能
に
関
す
る
研
修
等
を

第
一
項
第
三

数
料

能
に
関
す
る
研
修
等
を
受
け

号
イ
に
規
定

受
け
た
者
に
対
す
る
講
習
に

号
イ
に
規
定

た
者
に
対
す
る
講
習
に
あ
っ

す
る
認
知
機

あ
っ
て
は
、
千
二
百
円
）

す
る
認
知
機

て
は
、
八
百
円
）

能
検
査
等
に

能
検
査
に
従

従
事
し
よ
う

事
し
よ
う
と

と
す
る
者
に

す
る
者
に
対

対
す
る
講
習

す
る
講
習
を

を
受
け
よ
う

受
け
よ
う
と

と
す
る
者

す
る
者

十
六

法
第
九

運
転
技
能
検
査

三
千
五
百
五
十
円

［
新
設
］

十
七
条
の
二

手
数
料

第
一
項
第
三

号
イ
若
し
く

は
ハ
又
は
第

百
一
条
の
四
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第
三
項
の
規

定
に
よ
る
運

転
技
能
検
査

を
受
け
よ
う

と
す
る
者

十
七

技
能
検

技
能
検
定
員
資

［
略
］

十
六

技
能
検

技
能
検
定
員
資

［
同
上
］

定
員
資
格
者

格
者
証
交
付
手

定
員
資
格
者

格
者
証
交
付
手

証
の
交
付
を

数
料

証
の
交
付
を

数
料

受
け
よ
う
と

受
け
よ
う
と

す
る
者

す
る
者

十
八

技
能
検

技
能
検
定
員
審

［
略
］

［
略
］

十
七

技
能
検

技
能
検
定
員
審

［
同
上
］

［
同
上
］

定
員
審
査
を

査
手
数
料

定
員
審
査
を

査
手
数
料

受
け
よ
う
と

受
け
よ
う
と

す
る
者

す
る
者

十
九

教
習
指

教
習
指
導
員
資

［
略
］

十
八

教
習
指

教
習
指
導
員
資

［
同
上
］

導
員
資
格
者

格
者
証
交
付
手

導
員
資
格
者

格
者
証
交
付
手

証
の
交
付
を

数
料

証
の
交
付
を

数
料

受
け
よ
う
と

受
け
よ
う
と

す
る
者

す
る
者

二
十

教
習
指

教
習
指
導
員
審

［
略
］

［
略
］

十
九

教
習
指

教
習
指
導
員
審

［
同
上
］

［
同
上
］

導
員
審
査
を

査
手
数
料

導
員
審
査
を

査
手
数
料

受
け
よ
う
と

受
け
よ
う
と

す
る
者

す
る
者

二
十
一

法
第

運
転
免
許
再
試

［
略
］

［
略
］

二
十

法
第
百

運
転
免
許
再
試

［
同
上
］

［
同
上
］

百
条
の
二
第

験
手
数
料

条
の
二
第
一

験
手
数
料
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一
項
の
規
定

項
の
規
定
に

に
よ
る
運
転

よ
る
運
転
免

免
許
の
再
試

許
の
再
試
験

験
を
受
け
よ

を
受
け
よ
う

う
と
す
る
者

と
す
る
者

二
十
二

法
第

運
転
免
許
証
更

［
略
］

［
略
］

二
十
一

法
第

運
転
免
許
証
更

［
同
上
］

［
同
上
］

百
一
条
第
一

新
手
数
料

百
一
条
第
一

新
手
数
料

項
又
は
第
百

項
又
は
第
百

一
条
の
二
第

一
条
の
二
第

一
項
の
規
定

一
項
の
規
定

に
よ
る
運
転

に
よ
る
運
転

免
許
証
の
有

免
許
証
の
有

効
期
間
の
更

効
期
間
の
更

新
を
受
け
よ

新
を
受
け
よ

う
と
す
る
者

う
と
す
る
者

二
十
三

法
第

経
由
手
数
料

［
略
］

二
十
二

法
第

経
由
手
数
料

［
同
上
］

百
一
条
の
二

百
一
条
の
二

の
二
第
一
項

の
二
第
一
項

の
規
定
に
よ

の
規
定
に
よ

る
運
転
免
許

る
運
転
免
許

証
の
更
新
の

証
の
更
新
の

申
請
を
し
よ

申
請
を
し
よ

う
と
す
る
者

う
と
す
る
者

二
十
四

法
第

運
転
経
歴
証
明

［
略
］

二
十
三

法
第

運
転
経
歴
証
明

［
同
上
］

百
四
条
の
四

書
交
付
手
数
料

百
四
条
の
四

書
交
付
手
数
料
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第
五
項
（
法

第
五
項
（
法

第
百
五
条
第

第
百
五
条
第

二
項
に
お
い

二
項
に
お
い

て
読
み
替
え

て
読
み
替
え

て
準
用
す
る

て
準
用
す
る

場
合
を
含
む

場
合
を
含
む

。
）
の
規
定

。
）
の
規
定

に
よ
る
運
転

に
よ
る
運
転

経
歴
証
明
書

経
歴
証
明
書

の
交
付
を
受

の
交
付
を
受

け
よ
う
と
す

け
よ
う
と
す

る
者

る
者

二
十
五

法
第

国
外
運
転
免
許

［
略
］

二
十
四

法
第

国
外
運
転
免
許

［
同
上
］

百
七
条
の
七

証
交
付
手
数
料

百
七
条
の
七

証
交
付
手
数
料

第
一
項
の
規

第
一
項
の
規

定
に
よ
る
国

定
に
よ
る
国

外
運
転
免
許

外
運
転
免
許

証
の
交
付
を

証
の
交
付
を

受
け
よ
う
と

受
け
よ
う
と

す
る
者

す
る
者

二
十
六

法
第

講
習
受
講
手
数

［
略
］

二
十
五

法
第

講
習
受
講
手
数

［
同
上
］

百
八
条
の
二
第

料

法
第
百
八
条
の
二

イ

法
第
七
十
一

六
千
四
百
五
十
円

百
八
条
の
二
第

料

法
第
百
八
条
の
二

小
型
特
殊
自
動
車

五
千
百
円

一
項
各
号
又
は

第
一
項
第
十
二
号

条
の
五
第
三
項

一
項
各
号
又
は

第
一
項
第
十
二
号

免
許
以
外
の
第
一

第
二
項
の
規
定

に
掲
げ
る
講
習

に
規
定
す
る
普

第
二
項
の
規
定

に
掲
げ
る
講
習

種
運
転
免
許
又
は

に
よ
る
講
習
を

通
自
動
車
対
応

に
よ
る
講
習
を

第
二
種
運
転
免
許
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受
け
よ
う
と
す

免
許
（
以
下
「

受
け
よ
う
と
す

を
受
け
て
い
る
者

る
者

普
通
自
動
車
対

る
者

に
対
す
る
講
習
（

応
免
許
」
と
い

法
第
九
十
七
条
の

う
。
）
を
受
け

二
第
一
項
第
三
号

て
い
る
者
（
法

イ
、
第
百
一
条
の

第
九
十
七
条
の

四
第
二
項
又
は
第

二
第
一
項
第
三

百
一
条
の
七
第
四

号
イ
及
び
ハ
に

項
の
規
定
に
よ
り

掲
げ
る
者
並
び

認
知
機
能
検
査
の

に
法
第
百
一
条

結
果
に
基
づ
い
て

の
四
第
三
項
の

行
う
も
の
を
除
く

規
定
の
適
用
を

。
）

受
け
る
者
を
除

く
。
）
に
対
す

る
講
習
又
は
改

正
法
附
則
第
四

条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
な
お

従
前
の
例
に
よ

る
こ
と
と
さ
れ

る
旧
法
第
九
十

七
条
の
二
第
一

項
第
三
号
イ
若

し
く
は
改
正
法

附
則
第
四
条
第
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二
項
の
規
定
に

よ
り
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
こ

と
と
さ
れ
る
旧

法
第
百
一
条
の

四
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
認
知

機
能
検
査
の
結

果
に
基
づ
い
て

行
う
講
習
（
ロ

に
掲
げ
る
も
の

を
除
く
。
）

ロ

普
通
自
動
車

二
千
九
百
円

小
型
特
殊
自
動
車

五
千
百
円
（
当
該
認
知
機
能

対
応
免
許
を
受

免
許
以
外
の
第
一

検
査
の
結
果
が
道
路
交
通
法

け
て
い
る
者
（

種
運
転
免
許
又
は

施
行
規
則
第
三
十
九
条
に
規

法
第
九
十
七
条

第
二
種
運
転
免
許

定
す
る
基
準
に
該
当
す
る
も

の
二
第
一
項
第

を
受
け
て
い
る
者

の
に
あ
っ
て
は
、
七
千
九
百

三
号
イ
若
し
く

に
対
す
る
講
習
（

五
十
円
）

は
ハ
に
掲
げ
る

法
第
九
十
七
条
の

者
又
は
法
第
百

二
第
一
項
第
三
号

一
条
の
四
第
三

イ
又
は
第
百
一
条

項
の
規
定
の
適

の
四
第
二
項
の
規

用
を
受
け
る
者

定
に
よ
り
認
知
機

に
限
る
。
）
又

能
検
査
の
結
果
に

は
第
一
種
運
転

基
づ
い
て
行
う
も
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免
許
若
し
く
は

の
に
限
る
。
）

第
二
種
運
転
免

小
型
特
殊
自
動
車

五
千
八
百
円

許
で
あ
っ
て
普

免
許
以
外
の
第
一

通
自
動
車
対
応

種
運
転
免
許
又
は

免
許
以
外
の
も

第
二
種
運
転
免
許

の
の
み
を
受
け

を
受
け
て
い
る
者

て
い
る
者
に
対

に
対
す
る
講
習
（

す
る
講
習

法
第
百
一
条
の
七

第
四
項
の
規
定
に

よ
り
認
知
機
能
検

査
の
結
果
に
基
づ

い
て
行
う
も
の
に

限
る
。
）

小
型
特
殊
自
動
車

二
千
二
百
五
十
円

免
許
の
み
を
受
け

て
い
る
者
に
対
す

る
講
習
（
法
第
九

十
七
条
の
二
第
一

項
第
三
号
イ
、
第

百
一
条
の
四
第
二

項
又
は
第
百
一
条

の
七
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
認
知
機

能
検
査
の
結
果
に

基
づ
い
て
行
う
も
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の
を
除
く
。
）

小
型
特
殊
自
動
車

二
千
二
百
五
十
円
（
当
該
認

免
許
の
み
を
受
け

知
機
能
検
査
の
結
果
が
道
路

て
い
る
者
に
対
す

交
通
法
施
行
規
則
第
三
十
九

る
講
習
（
法
第
九

条
に
規
定
す
る
基
準
に
該
当

十
七
条
の
二
第
一

す
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
四

項
第
三
号
イ
又
は

千
四
百
五
十
円
）

第
百
一
条
の
四
第

二
項
の
規
定
に
よ

り
認
知
機
能
検
査

の
結
果
に
基
づ
い

て
行
う
も
の
に
限

る
。
）

小
型
特
殊
自
動
車

二
千
三
百
五
十
円

免
許
の
み
を
受
け

て
い
る
者
に
対
す

る
講
習
（
法
第
百

一
条
の
七
第
四
項

の
規
定
に
よ
り
認

知
機
能
検
査
の
結

果
に
基
づ
い
て
行

う
も
の
に
限
る
。

）

［
略
］

［
同
上
］

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
四
号
に

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

二

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
四
号
に

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

二
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掲
げ
る
講
習

千
二
百
五
十
円

掲
げ
る
講
習

千
円

法
第
百
八
条
の
二
第
一
項
第
十
五
号
に

講
習
一
時
間
に
つ
い
て

二

［
新
設
］

掲
げ
る
講
習

千
円

法
第
百
八
条
の
二

運
転
免
許
講
習
等

千
三
百
五
十
円

法
第
百
八
条
の
二

イ

運
転
免
許
講

千
三
百
五
十
円

第
二
項
の
規
定
に

規
則
第
二
条
に
規

第
二
項
の
規
定
に

習
等
規
則
第
一

よ
る
講
習

定
す
る
基
準
に
適

よ
る
講
習

条
に
規
定
す
る

合
す
る
講
習

基
準
に
適
合
す

る
講
習

政
令
第

普
通
自

六
千
四
百
五
十
円

ロ

政
令
第
三
十

五
千
百
円
（
当
該
講
習
が
更

三
十
七

動
車
対

七
条
の
六
の
二

新
期
間
が
満
了
す
る
日
に
お

条
の
六

応
免
許

第
一
号
に
規
定

け
る
年
齢
が
七
十
五
歳
以
上

の
二
第

を
受
け

す
る
講
習
（
ハ

の
者
（
道
路
交
通
法
施
行
規

一
号
に

て
い
る

に
掲
げ
る
も
の

則
第
二
十
九
条
の
三
第
一
項

規
定
す

者
（
法

を
除
く
。
）

の
式
に
よ
り
算
出
し
た
数
値

る
講
習

第
九
十

が
七
十
六
未
満
で
あ
る
者
に

七
条
の

限
る
。
）
に
対
す
る
も
の
で

二
第
一

あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
七

項
第
三

千
九
百
五
十
円
）

号
イ
及

び
ハ
に

掲
げ
る

者
並
び

に
法
第

百
一
条

の
四
第
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三
項
の

規
定
の

適
用
を

受
け
る

者
を
除

く
。
）

に
対
す

る
講
習

普
通
自

二
千
九
百
円

動
車
対

応
免
許

を
受
け

て
い
る

者
（
法

第
九
十

七
条
の

二
第
一

項
第
三

号
イ
若

し
く
は

ハ
に
掲

げ
る
者

又
は
法

第
百
一

条
の
四
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第
三
項

の
規
定

の
適
用

を
受
け

る
者
に

限
る
。

）
又
は

第
一
種

運
転
免

許
若
し

く
は
第

二
種
運

転
免
許

で
あ
っ

て
普
通

自
動
車

対
応
免

許
以
外

の
も
の

の
み
を

受
け
て

い
る
者

に
対
す

る
講
習

［
削
除
］

ハ

ニ
に
掲
げ
る

千
八
百
円
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講
習
を
受
講
し

、
加
齢
に
伴
っ

て
生
ず
る
身
体

の
機
能
の
低
下

が
自
動
車
等
の

運
転
に
影
響
を

及
ぼ
し
て
い
な

い
と
認
め
ら
れ

た
者
に
対
す
る

政
令
第
三
十
七

条
の
六
の
二
第

一
号
に
規
定
す

る
講
習

［
削
除
］

ニ

更
新
期
間
が

二
千
六
百
五
十
円

満
了
す
る
日
に

お
け
る
年
齢
が

七
十
歳
以
上
の

者
に
対
す
る
講

習
（
イ
か
ら
ハ

ま
で
に
掲
げ
る

も
の
を
除
く
。

）

二
十
七

法
第

通
知
手
数
料

［
略
］

二
十
六

法
第

通
知
手
数
料

［
同
上
］

百
八
条
の
二

百
八
条
の
二

第
一
項
第
十

第
一
項
第
十
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号
、
第
十
三

号
又
は
第
十

号
又
は
第
十

三
号
の
規
定

四
号
の
規
定

に
よ
る
講
習

に
よ
る
講
習

を
受
け
よ
う

を
受
け
よ
う

と
す
る
者

と
す
る
者

二
十
八

道
路

運
転
経
歴
証
明

［
略
］

二
十
七

道
路

運
転
経
歴
証
明

［
同
上
］

交
通
法
施
行

書
再
交
付
手
数

交
通
法
施
行

書
再
交
付
手
数

規
則
第
三
十

料

規
則
第
三
十

料

条
の
十
三
第

条
の
十
三
第

一
項
の
規
定

一
項
の
規
定

に
よ
る
運
転

に
よ
る
運
転

経
歴
証
明
書

経
歴
証
明
書

の
再
交
付
を

の
再
交
付
を

受
け
よ
う
と

受
け
よ
う
と

す
る
者

す
る
者

備
考

備
考

一
［
略
］

一
［
同
上
］

二

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を

二

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を

免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
技
能
検
定
員
審
査
手
数
料
の
額
は
、
表
の
第
十
八
号
に
定
め
る
額

免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
技
能
検
定
員
審
査
手
数
料
の
額
は
、
表
の
第
十
七
号
に
定
め
る
額

か
ら
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と

か
ら
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と

す
る
。

す
る
。

審
査
細
目

区
分

金
額

審
査
細
目

区
分

金
額

イ
～
ト

［
略
］

イ
～
ト

［
同
上
］

三

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
前
号
の
表
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審

三

技
能
検
定
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
前
号
の
表
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
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査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
並
び
に
同
表
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の

査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
並
び
に
同
表
ハ
及
び
ニ
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の

審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
技
能
検
定
員
審
査
手
数
料
の
額
は
、
同
号
の

審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
技
能
検
定
員
審
査
手
数
料
の
額
は
、
同
号
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
表
の
第
十
八
号
に
定
め
る
額
か
ら
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
表
の
第
十
七
号
に
定
め
る
額
か
ら
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

区
分

金
額

区
分

金
額

イ
・
ロ

［
略
］

イ
・
ロ

［
同
上
］

四

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を

四

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審
査
を

免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
教
習
指
導
員
審
査
手
数
料
の
額
は
、
表
の
第
二
十
号
に
定
め
る
額

免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
教
習
指
導
員
審
査
手
数
料
の
額
は
、
表
の
第
十
九
号
に
定
め
る
額

か
ら
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と

か
ら
、
次
の
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と

す
る
。

す
る
。

区
分

金
額

区
分

金
額

イ
～
ト

［
略
］

イ
～
ト

［
同
上
］

五

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
前
号
の
表
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審

五

教
習
指
導
員
審
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
前
号
の
表
イ
及
び
ロ
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の
審

査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
並
び
に
同
表
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の

査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
並
び
に
同
表
ニ
及
び
ホ
に
掲
げ
る
審
査
細
目
に
つ
い
て
の

審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
教
習
指
導
員
審
査
手
数
料
の
額
は
、
同
号
の

審
査
の
い
ず
れ
を
も
免
除
さ
れ
る
者
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
教
習
指
導
員
審
査
手
数
料
の
額
は
、
同
号
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
表
の
第
二
十
号
に
定
め
る
額
か
ら
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
表
の
第
十
九
号
に
定
め
る
額
か
ら
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
定
め
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。

区
分

金
額

区
分

金
額

イ
・
ロ

［
略
］

イ
・
ロ

［
同
上
］



○　認知機能検査手数料、認知機能検査員講習受講手数料、運転技能検査手数料、講習受講手数料

物件費・
施設費

人件費 合計
物件費・
施設費

人件費 合計

14
認知機能検査
手数料

300 450 750 400 650 1,050 +300

400 1,000 1,400 850 600 1,450 +50

400 400 800 850 350 1,200 +400

新設
運転技能検査
手数料

1,050 2,500 3,550 ―

1,650 3,450 5,100 ―

550 1,700 2,250 ―

1,650 3,450 5,100 ―

1,850 6,100 7,950 ―

1,400 4,400 5,800 ―

550 1,700 2,250 ―

750 3,700 4,450 ―

350 2,000 2,350 ―

2,050 4,400 6,450 ―

650 2,250 2,900 ―

900 1,350 2,250 ―

70歳以上75歳未満の者又は75歳以上
の者（認知機能検査の結果が第３分類
の者に限る。）（実車指導あり）

1,650 3,450 5,100 ―

75歳以上の者（認知機能検査の結果が
第３分類以外の者に限る。）（実車指導
あり）

1,850 6,100 7,950 ―

普通自動車対応免許を受けている者
（運転技能検査の対象者を除く。）に対
する講習（実車指導あり）

2,050 4,400 6,450 ―

普通自動車対応免許を受けている者
（運転技能検査の対象者に限る。）又は
第一種運転免許若しくは第二種運転免
許であって普通自動車対応免許以外の
もののみを受けている者に対する講習

650 2,250 2,900 ―

400 1,400 1,800 ―

850 1,800 2,650 ―

　備考
　 １　認知機能検査の分類（現行）：第１分類（49点未満、認知症のおそれ）、第２分類（49点以上76点未満、認知機能低下のおそれ）、第３分類（76点以上、認知機能低下のおそれなし）

２　若年運転者講習は、講習１時間当たりの金額を示している。

運転免許等関係手数料改正一覧表（手数料条例規定順）

（区分の見直し）

（単位：円）

（廃止）

25

【現行】
特定任意高齢者講習
ロ　政令第37条の６の２第1号に規定
する講習（ハに掲げるものを除く。）

【改正案】
特定任意高齢者講習
ロ　政令第37条の６の２第1号に規定
する講習

（区分の見直し）

区分

小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けてい
る者に対する講習（実車指導あり）

小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習

小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は又は第二種運転免許を受け
ている者（認知機能検査の結果が第３分類の者）に対する講習（実車指導あり）

小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けてい
る者（認知機能検査の結果が第１分類の者又は第２分類の者）に対する講習
（実車指導あり）

小型特殊自動車免許以外の第一種運転免許又は第二種運転免許を受けてい
る者に対する講習（臨時高齢者講習）（実車指導あり）

別表

現行 改正（Ｒ４．５．13～　）

【現行】
高齢者講習（75歳以
上の者に対するも
の。）
（旧法第108条の２第
１項第12号関係）

（区分の見直し）

小型特殊自動車免許のみを受けている者（認知機能検査の結果が第１分類の
者又は第２分類の者）に対する講習

小型特殊自動車免許のみを受けている者に対する講習対する講習（臨時高齢
者講習）

15

増減額

車両の運転者に対す
る講習
（法第108条の２第２
項関係）

講習受講手数
料

（新設）

【現行】
高齢者講習（70歳以
上75歳未満の者に対
するもの。）
（旧法第108条の２第
1項第12号関係）

【改正案】
高齢者講習
（新法第108条の２第
１項第12号関係）

（区分の見直し）

普通自動車対応免許を受けている者（運転技能検査の対象者を除く。）に対す
る講習（実車指導あり）

普通自動車対応免許を受けている者（運転技能検査の対象者に限る。）又は第
一種運転免許若しくは第二種運転免許であって普通自動車対応免許以外のも
ののみを受けている者に対する講習

若年運転者講習
（新法第108条の２第１項第14号関係）

簡易講習
ハ　政令第37条の６の２第１号に規定する講習（チャレンジ講習を受けた結果、
自動車等に運転に影響を及ぼしていないと認められた者）

チャレンジ講習
ニ　更新期間が満了する日における年齢が70歳以上の者に対する講習（イから
ハに掲げる者を除く。）

小型特殊自動車免許のみを受けている者（認知機能検査の結果が第３分類の
者）に対する講習

名称

認知機能検査
等検査員講習
受講手数料 自動車安全運転センターが行う認知機能に関する研修等を受けた者に対する講習


